
福岡県水素グリーン成長戦略会議 

令和５年度福岡県燃料電池トラック導入促進事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 福岡県水素グリーン成長戦略会議（以下「戦略会議」という。）が実施する福岡県燃

料電池トラック導入促進事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付について、必要な

事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 現在、物流業界では、CO2排出量の削減が喫緊の課題となっており、走行時にCO2を

排出せず、走行距離が長く、充填時間が短い燃料電池トラックへの期待が高まっている。

本補助金は、燃料電池トラックの購入に係る経費の一部を補助することにより、燃料電池

トラックの普及促進を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1)「燃料電池自動車」とは、車載タンクに充填された水素と、空気中の酸素の化学反応に

よって発生する電気を使ってモーターを駆動させ走行する自動車をいう。 

(2)「燃料電池トラック」とは燃料電池自動車であって、貨物自動車運送事業の用に供する

自動車をいう。 

(3)「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法（令和元年法律第83号）第２条第

２項に規定する一般貨物自動車運送事業（以下「一般貨物自動車運送事業」という。）、

貨物利用運送事業法（令和元年法律第82号）第２条第８項に規定する第二種貨物利用

運送事業（以下「第二種貨物利用運送事業」という。）その他事業をいう。 

(4)「自動車リース事業者」とは、商用自動車の貸渡しを業とする者をいう。 

 

（申請者） 

第４条 補助金の交付を申請できる者は、以下の要件をいずれも満たす者とし、公募により

募集する。 

（1）福岡県内に本社または事業所がある。(自動車リース事業者の場合、トラック使用者が

福岡県内に本社または事業所のあるものとする。) 

（2）戦略会議の会員である。(自動車リース事業者の場合、トラック使用者が会員であるも

のとする。) 

（3）令和５年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（商用車の電動化促進事業（ト

ラック））（以下「国補助金」という。）の交付を受けることが決定している。 

（4）次のいずれかに該当する。 

イ 貨物自動車運送事業者 

ロ 自家用トラックを業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。) 

ハ 自動車リース事業者（イ、ロに貸渡しする者に限る。） 

ニ その他これらに準ずるものとして会長の認定を受けた者 



 

（交付対象経費及び交付額の算定方法） 

第５条 補助対象となるものは燃料電池トラック導入費用（６年間相当のメンテナンス費込

み）とする。ただし、国・地方公共団体からの公費による委託事業で使用する燃料電池ト

ラックは除く。 

 

２ 補助金の額は、Ａ：燃料電池トラック導入費用（６年間相当のメンテンナンス費込み）

とＢ：ディーゼルトラック導入費用（FCトラックと同架装で６年間相当のメンテナンス費

込み）の差額から、Ｃ：国補助金の額を差し引いた額（上限３１，０００，０００円）と

する。 

 Ａ：燃料電池トラック導入費用－（Ｂ：ディーゼルトラック導入費用＋Ｃ：国補助金の額） 

３ 前項の規定にかかわらず補助対象経費について国・戦略会議以外の団体からの補助金等

（以下「その他補助金等」という。）を併用し受ける場合にあっては、前項の規定により

算出した額からその他補助金等の額を差し引いた額とする。 

４ 交付額の算出に当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象

経費に含まれる消費税及び地方消費税額に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合

計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場

合には、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助

金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについてはこの限りではない。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、「福岡県燃料電池トラック導

入促進事業費補助金交付申請書」（様式第１号）を会長に提出するものとする。 

 

（変更交付申請） 

第７条 補助金の交付決定を受け、補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補

助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の額の変更申請を行う

場合には、速やかに「福岡県燃料電池トラック導入促進事業費補助金変更交付申請書」（様

式第２号）を会長に提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第８条 会長は、第６条の規定による交付申請又は前条の規定による変更交付申請があった

ときは、申請書類を審査し、補助対象の採否を決定する。  

２ 会長は、補助金の交付を決定したときは「福岡県燃料電池トラック導入促進事業費補助

金交付決定通知書」（様式第３号）により、交付決定内容の変更を決定したときは「福岡

県燃料電池トラック導入促進事業費補助金変更交付決定通知書」（様式第４号）、不交付

を決定したときは「福岡県燃料電池トラック導入促進事業費補助金不交付通知書」（様式

第５号）により、交付申請者に通知するものとする。 



３ 会長は交付の決定にあたっては、第５条第４項により補助金に係る仕入れに係る消費税

等相当額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認

めたときは、当該消費税等相当額を減額するものとする。 

４ 会長は、第５条第４項のただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金

に係る仕入れに係る消費税等相当額について、補助金の額の確定を行うこととし、その旨

の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（交付の条件）  

第９条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

(1)国補助金において求められている期日までに車両登録を完了すること 

(2)国補助金において提出が求められている二酸化炭素削減効果等についての事業報告書

を、国への提出と同時に、会長にも提出すること 

(3)架装については、戦略会議（福岡県）の補助金を活用している旨、及び水素を利用して

走っている旨のラッピングを施すこと 

(4)福岡県からの試乗会や展示会への協力依頼に対し協力すること 

(5)導入する燃料電池トラックのナンバープレート地名表示は、福岡、北九州、久留米また

は筑豊のいずれかであること 

(6)その他、燃料電池トラックの普及促進に関して協力すること 

 

（事業の中止） 

第 10 条 第８条第２項の補助金交付決定又は変更交付決定を受け、補助事業を行う者（以下

「補助事業者」という。）は、補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ「福岡県燃

料電池トラック導入促進事業費補助金事業中止申請書」（様式第６号）を会長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

 

（事業実績報告書兼補助金交付請求書の提出） 

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日（補助事業者が交付申請時に補

助対象車を購入済であった場合は、第８条第２項の規定による交付決定又は変更交付決定

を行った日）から起算して３０日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の

３月１０日のいずれか早い日までに「福岡県燃料電池トラック導入促進事業費補助金事業

実績報告書兼補助金交付請求書」（以下「実績報告書」という。様式第７号）を会長に提

出しなければならない。様式第７号を提出する際は交付請求額の根拠資料となるものを添

付すること。また根拠資料が提出後に変更となった際はその旨確実に報告すること。 

 

（補助金の額の確定）  

第12条 会長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容の審査を行い、補助金の額

を確定し、「福岡県燃料電池トラック導入促進事業費補助金確定通知書」（様式第８号）

により通知する。補助金を交付することが不適当と認めたときは、補助金不交付通知書に

より、補助事業者に通知するものとする。 

なお、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。 

 



(1)事業の実施に要した補助対象経費の実績額に基づく補助金の額。 

(2)補助金交付決定額（交付決定額を変更した場合にあたっては、当該変更後の額） 

  

（補助金の支払い）  

第13条 会長は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者に対

して、実績報告書に記載されている指定口座への精算払いを行うものとする。 

 

（交付決定の取り消し） 

第 14 条 会長は、次の各号に掲げる場合には、補助事業者に対し、補助金の交付決定を取り

消し、交付した補助金を返還させることができる。 

(1)補助事業に関して、会長が提出を求める書類等を期限内に提出しないとき 

(2)補助事業に関して、提出した書類等に虚偽があるとき 

(3)補助事業を中止したとき（但し、第 10 条の規定により承認を受けたものを除く） 

 

（管理）  

第15条 補助事業者又はトラック使用者は、補助金により取得した燃料電池トラックを善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運

用を図らなければならない。  

 

（処分の制限）  

第16条 補助事業者は、登録日から６年間の期間内において、取得した燃料電池トラックを

処分しようとするときは、あらかじめ会長に書面をもって申請しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第17条 補助事業者又はトラック使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会長が

定める期限内に、全額を返還しなければならない。  

(1)本要綱に違反した場合  

(2)偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき  

(3)実績報告時に提出した根拠資料に変更等があったにも関わらず、報告を怠ったとき 

２ 補助事業者又はトラック使用者は、前条の規定に基づき登録日から６年間の期間内にお

いて、取得した燃料電池トラックを処分する場合は、未経過期間分の補助金を返還しなけ

ればならない。なお、具体的な返還額は、会長と別途協議するものとする。 

 

（補助金の経理） 

第 18 条 補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経

理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助事業の完了の日の属する年度の終了後

５年間、会長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければな

らない。 

 



（帳簿書類の検査等） 

第 19 条 トラック使用者は、補助金反映後のリース契約額について、毎年度の支払いの根拠

資料を、翌年度の４月３０日までに、会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、

補助事業者に対して、補助事業の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求め

ることができるものとする。 

 

（仕入れに係る消費税等相当額に伴う補助金の返還） 

第 20 条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る仕入れに係る

消費税等相当額が確定した場合には、報告書（様式第９号）により、速やかに会長に報告

しなければならない。 

２ 会長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等相当額の全額又は一部の返還を命

ずる。 

 

（その他）  

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、会長が別に

定める。 

 

附 則  

この要綱は、令和５年９月８日より施行する。 


